
 

 

 

 

庁舎西側に建設中の駐車場の完成に伴い令和６年４月１日～ 

庁舎前駐車場は思いやり駐車場以外は使用できなくなります。 

４月１日からは庁舎西側駐車場をご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

庁舎 

西
側
駐
車
場 （庁舎前駐車場） 

駐車不可 

※思いやり駐車場のみ駐車可 

（南側臨時駐車場） 

駐車不可 

✖ 

✖ 

駐 車 場 移 転 の お 知 ら せ 

当所に隣接する道路は、午前７時３０分から午前８時３０分まで歩行者専用

道路となり車輌の通行が禁止される規則区域となっております。 

ハローワーク福島 

ご注意ください！ 


